
陽書給付 支給要件

310万個ないし381万個と記

載されているので、貧血は

「有Jとすべきものと判断す

(検査年月日) I 12・7・31
血清クレアチニン濃度 8.2
血液尿素窒素(BUN) I 59 

ウ 人工透析療法の実施状況

週3回、 1回4時間

エー散状態区分

3 歩行や身の回りのこと

はできるが、時に少し介助

の要ることもある。軽労働

はできないが、日中の50%

以上は起居している。

取得

昭和63年 4月 1日

平成 5年 8月 1日

平成 5年10月 1日

2 以上の認定事実に基づいて問題点

について検討する。

(1)請求人は、 20歳前に発病した腎

疾患が進行して慢性腎不全とな

り、血液透析導入を経て生体腎移

植の施行を受けた。

移植後は、免疫抑制剤の内服投

与を継続して移植腎が生着手した結

果、良好な腎機能を維持すること

ができ、平成5年から就労して長

期間にわたり社会後席を果たして

いたが、移植腎に対する慢性拒否

反応を完全に抑制することはでき

ず、移植腎が再び機能司法の状態

に陥り、血液透析を再開せざるを

得ュなくなったものである。

(2) この移植腎の機能不全による障

害の状態も、根本的には、自己腎

の機能不全を原因として生じたも

のであるから、当初の20歳前に生

じた腎疾患に基づくものというこ

とができ、したがって、その医学

( 1Jl的な意味での初診日は昭和57年
fV 11月2日である。この点について、
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る。

イ 腎機古協奏査

12・8・23 I 12・10・11

6.2 7.5(mg/dl) 

48 42 (mg/ dl) 

現症時の日常生活活動能力又

は労働能力:

腎性骨症及び移植f刻干障害

あり、労働布三可。

予後血液透析にて維持

(5) 請求人の厚生年金保険の被保険

者資格の得喪の状況は次のとおり

である(資料7)。

喪失

平成 3年12月29日

平成 5年10月 1日

再審査請求代理人(以下「代理人j

という。)は、移植腎の機能不全は

開針直後の肝イ法カ喫機となって

生じたものであるから、当初の腎

疾患とは別個の疾患であり、した

がって、その初診日も別個である

と主張するが、肝疾患、か移植腎の

機能不全の主要な原因となったこ

とを認めるに足りる資料はなく、

むしろ、請求人の腎疾患の病燃に

照らせば、移植腎の機能司守では、

前記のとおり移植腎に対する品1否

反応、に基づくものと認められるか

ら、この主張は採用することがで

きない。

(3) 次に、代理人は、腎移植の結果、

腎機能は正常になり、請求人はλF
d 10成11年 4月まで血液透析を受け

る必要がなく、健常人と同様の生

活を営むことができたのであるか

ら、この間 1か月に 1回程度の通

院を必要とし、継続的に薬治下に

あったとしても、社会的治癒の状

態にあったものというべきであ

り、したがって、現庄の障害の状

態の原因となった傷病の初診日

は、移植腎の機能低下が生じた平

成10年以降にあるものとみるべ

きである旨主張する。しかしなが

ら、腎移植後の請求人は、前記の

とおり、豆哩2盟 C早退出巨
盃瓦応剖臓はぷぬG盆蓮む陸

続するJ二と丞必藍よ」工心ぶもの

であり、現象的には月 1凶の通院

で足りる時期があったにせよ、こ

のような基本的な状況が継続して

いた以上、埜全胆噛白血比あ

っ」辻ょ色とJι斗4と品之丞ネ~o
(4) そうすると、請求人の現庄の障

害状態の原闘となっている当該傷

病の初診日は厚牛年金保険の被保

険者期間外である昭和57主fo11月

2日であり、請求人に対し、厚'1'.
年金保険の被保険名期間中に初診

flがあることを前提として障)}給

付の裁定をすることはできないか

ら、!京処分は妥当である。なお、

請求人の現在の障詳の状態は陣';l}

等級 2級に該当するものと思わ

れ、そうであるとすれば、請求人

は、 tiinie支給付'JfA'の障害主主礎年

余の支給停止の解除を求めること

が可能である(ただし、請求人に

は給I壬所得があるので、 1:.記支給

停止か解除となった場合、更に国

民年金法第36条の 3の規定によ

る一部又は全部の支給停I上が問題

となる -~J台回全はある。)ことを付百

する。

以上の理由によって、主文のとおり裁

決する。

障害給付支給要件

請求人の脳出血、器質性脳症候群の

初診日は、請求人の申し立てている高

血圧症の初診日であるとの主張につ

いては、因果関係が認められないた

め、厚生年金被保険者期間中に初診日

があったと認めることができなため、

障害厚生年金を不支給とした原処分

は妥当。(平14.10.31)

請求人長崎県 植O 貞O
昭和18年生

代理人長崎県 槌O 政O
原北けをした行副T 社会保険庁長官

審査のが淀を・した社会保険審査官

長崎社会保険事務局社会保険審査官

主文 本{引再審杏請求を棄却するo

王里由

第I 再審夜請求の趣円

再帯杏請求人(以下「請求人jとい

うJの再審夜請求の趣旨は、同民年金

法及び)手生年令保険.1);による障害を支

給料liとする年令給付(以下「障'書給

付」という。)の支給を求めるというこ

とである。

第2 再審食請求の向島

l 請求人は、目前出血(右ー視床)、器質

'門知iJ:t主候群(以下「傷病AJという。)

により障害の状態にあり、その初診

日は、傷病Aの原因である高血圧症

(以下「傷病BJという。)の初診日(平

成6年3月3日)と同一で、あるから、

厚生年金保険の被保険者期間中であ

るとして、平成12年 9月12日(受付)、

社会保険庁長官に対し、障害給付の

裁定を請求した。

2 社会保険庁長官は、平成12年12月

28日付で、 f第丙Aによる初診日は平

成11年2月6日であり、厚生年金保

険の被保険者期間中ではないが国民

年金の被保険者期間中である時期に
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開冒車問す 立市{?虫!1'1

初制のある闘であるとして、再

番査請求代理人(以下「代理人」と

いぅ。)に説明したうえで障害等級1

級の障害基礎年金を支給する旨の処

分(以下「原点扮AJという。)をし
アこ。

3 代理人は、傷病Aの原因は傷病B

であり、働丙A及び傷病Biこより陪

害の状態にあるのて、障割合付時給

されるべきであると毎度主張したが

め、社錦険庁長官は、改めて、干

成13年10月 18日付で~ fi筋商Bについ

ては、裁定請求日における障害の状

態が国民年金j去施行令(以下「同年

令」という。)別表(障害等級1・2

級)及び、厚生年金保険法施行令(以

下「厚年制という。)別表第 1(障

吋級3級)に定める程度に該当し

ないとして、また、 f筋商Aについて

は、初診日において厚生年金保険の

被保険者て、あった者に該当しないと

して、障害給付を不支給とする旨の

処分(以ド「原処分BJという。どを
した。

4 請求人は、原処分B をイ~1lb1として
長崎社会保険事務局社会保険審命Iγ

(以下「踏官」という。)に士、問主

査請求を経て、当審食会に対し、再

審査請求をした。

5 当審査会は、fT.次L分Bに対するイJ

1lb1は、もともと原処分Aiこ起因して

い予ものであり、本米この原処分A

を/f'Ilb1として審食請求を行うのが、

正当な手続であったとの判断に恭っ

き、尿処分A及び房災扮Bを肖答脊

請求の対象とみて審埋を行うことと
した。

第3 品噛点

1 障害厚生年金は、その障害の原因

となったf額商(その障害の直接の原

因となった傷病が他の傷病に起因す

る場合は当該他の傷病。以下同じ。)
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の初診日において厚生年金保険の被

保険者で、あることという要件料荷た

?れない者には支給されないことに
なっている。

なお、 2級以上の障害厚生年金が

支給される者には、障害基礎年金が2せて支給されることになってい

2 却の主たる問題点は、請求人が

申しiてている傷病Bとの因果関係

の点も含めて、傷病Aの初診日かい

?であるかということ並ひにその初

診臼において請求人か厚生年金保険

の結保険者ーであったと認められるか

どフかということである

第4 審査資料

本件の審査資料は、次のとおり(し、

ずれも写)である。

資料1 裁定請求書にi添付されたA病

院辻O正O医師(以ト「辻O医師」

という。)作成の受診状況知EIVLI}
(半成12年8jjMIMEI) ' 

資料2 SiO医師作成の診断書(、lλ成

13年2月20H付j

資料3 再審先請求書に添付されたfト

O同作成の診断書(川昨III
48イ寸)

資料4 審宣告・の胤会に対するSiOP;;
帥作成の凶払書:(平成J3:年llJ!2611
付)

資料5 B病院森Oヰ卓;_Ü[~空長抑~胡e目』帥市作1成i点kの'今全
療情謝是嶋G供崎与噂鼎書(慨平尚糊叩成卯削I日1

'
.

耕 6 一B病院蜘凶O昧虻叫k脚蜘剛』郎師附可市附附J哨砕伽州作作仇側:ゐ減伽b成伽k伽の珍
断喜書:(斗斗平1ド乙成1日3年2 月2却6臼川イ付寸寸) 』

食餅宋料↓ 7 C病概院附f臨ω臥伽t也』師雨叫川(ω川以山Iト刊刊、イ七(，
O医帥Jという丸幻0)作成の診謝的断J書(，、7ij: 
成I日I年 1 月2却6臼イ付寸羽) 

資料8 審査1官の照会に対するB病院

脳外科陶Gベコ医師作成の凶答書

(平成13年11月268付)

官9 裁定請求書明された診断

9-1 D病院内科柴O英O医師

(以下「弟コ医師」という。)作成の

もの(平成12年 8月24日付)

9-2 高O医師作成のもの(平成

12年9月22日付)

資料10 裁定請求書に添付きれた代

理人作成の病歴・就労状況等申立書

10-1 高血圧症、脳出血、器質性

脳症候群に係るもの(作成日の記

載なし)

10-2 脳梗塞に係るもの(平成12

年9月12日付)

10-3 ~;摘件脳症候群に係るもの
(平成12年9月22F1付)

資料II 高O医師作成の診断書 (λド成

13年3月8日付)

資料12 請求人に係る厚生年金保険

及び同民年金被保険荷首己主義

第5 事実のi認定及び判断

l 前記審奇資料及び公開審湾!の場に

おける保険ti-の陳述を総合すると、

次の事実杭認められる。

(1)請求人のf期丙A及び{期内Bの病

原概要は、次のとおり安子jできる。

ア請求人は、平成6年3月311 

にA病院を初診し、同病院外米

でヂ!戊 7{下 8月10日まで傷病

Bのため降圧剤の投与を受け

た。この問、初診日から平成7

年 1月248まて叩定期的に受診

したのち、一fj

いたカがず丈、特にエピソ一ドなしに

車ち品したO

'Ji成 8年 6月24Flに発症し

た左予のしび、れを訴えて、同月

26llに持度、同病院を受診し、

神経学白守f也賞克庁見は認めず、同

日の脳CT検査にて左大脳半球

に小きな脳梗塞巣を認め、内科

的治療を開始。以後同年12月25

日まで2週間ごとに通院し、左

手のしび、れは改善しているとの

障害給付支給要件

申告があった旨の記録(診療似

に)があり、また、意識レベル

の異常なし、頭痛なしの註録も

ある(資料1-4)。

イ 請求人は、平成10年10月末頃

に長O県南C郡西C町に帰郷し

た時、様子がおかしいと姉から

指摘きれ、周年12月15日にC病

院を初診し、翌日年1月4日の

同病院受診時の所見で、高血圧、

軽い痴呆、言語障害、また同月

26日にも知能低下等を認め脳動

脈硬化症と診断きれている。ま

た、この問、 1月6日に目がか

すむ、ふらふら感を訴えてB病

院を受診、高血圧、脳血管|性痴

呆、両日艮浅前房と訟断きれた。

平成II年 2月6日に、意識障

害、左片麻療が出現しE循環器

内科を経て、同日、 B病院に入

院。 頭部CTにて羊1ネ鬼床出血を

沼め、保存的治療及びリハビリ

治療を受けた。以後、リハビリ

主体の治療のためF保養院及ぴ

D病院へ転医、一時、強くなっ

た精神症状治療のため「ふOJ
での入院を経て、本人及び猿放

の希望て、平成12年 3月 8日か

らC病院にて入院j台療中である

(資料5-ll)。

保険者の腕!Eによると、医療

機関調奄の結果、 A病院を終診

した平成8年12月以降、平成10

年12月に B病院を初診するま

での約2年間、請求人が医療機

関を受診し、医療行為を受けた

形跡は認められないとしてい

る。

(2) 鳴っ医師及び高O医師作成の診

断書によると、裁定請求日である

平成12年 9月12日前後における

請求人の傷病Aによる障害の状態
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障害給付支給要件

は、概要次のとおりである(資料

9)。

脳出血(右視床)による障害(平

成12年8月23日現症)として、左

片麻庫、左肩関節脱臼があり、左

上・下肢、それぞれの3大関節の

ほとんどの運動筋力が半J成ないし

著減又は消失していて、日常動作

の障害程度は左上・下肢関連の動

作項目のほとんどが一人では全く

できない、ないし一人でできても

うまくできない場合の状態になっ

ている。

また、器質性脳症候群による障

害の状態(平成12年 9月2211現

症)は、抑うつ状態、重度の知l能

障害、自閉、感情鈍麻等の状態像

であって、日常生活能力の判定で

はいずれの項目もひとりでできる

レベルにはなく、 日常生活官包力の

程度は、「精神話~~.大を認め、身のま

わりのことは全くできないj全介

護を要する状態となっている。

(3) いっぽう、請求人のf敏内Bによ

る障害の状態は、高O医師作成の

診断書によると、概安次のとおり

である(資料11)。
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ア心疾患

臨床所見(平成13if-3月511 

現症):倦怠感及び器質的

雑音が有のほか他の所見は

いずれも無。

心電図・ X線所見:心電図に

資格取得日

平成 5年11月 1I::l 

平成 7年 3月 1日

平成10年 9月10I::l 

イ 国民年金

平成10年 7月から同年12月

まて切各月分の保険料は申請免

除、平成11年 1月以降の保険料

は、法定免除を受けているが、

異常所見認めず。心胸廓係

数は41%、肺静脈うっ血は

無。

その他の臨床所見:血圧110

/70 (平成13年3月8日計

測では122/80)

イ 高血圧(平成13年 3月7日現

症)

臨J未所見:頭痛及び手足のし

びれは有。めまい及び耳鳴

は無。

脳l制11発作ーの蛸主は有(1年

以上前)。

合併症はイf(脳)。

蜘弐検査?Jf~ (検1t11:平成

13if 3月 711) :粍)交の硬

化Jt劉じ

ウ腎疾患い1I.，.，)t13In)18 I iJJ~ 

拍)

臨床所見はイミ蹴がイTのみで、

他の所凶まいずれも無。

府機能検合iは、血液クレアチ

ニン機度、 1(11液jノ氏系常ぷ(B
UN)がともに正常イ1ft，

(4) 消求人に係る公的年令の被似険

お資絡は、次のとおりである(資

料12)。

ア厚生年金保険 (U{対日39if-8月

31けに資約取得以米、平成l(昨

9)J21lHこ喪失するまで、被保

険者期間は390月あるが、1>:'与

件に関係する音E分のみを記紋。)

平成10年 7月31日

平成10年 9月21日

そに他グ被保険者期間について

保険料の納付記録はない。

2 前記認定された事実に基rブき、本

件の問題点を検討し、判断する。

(1) 当む医師及ひ言。医師作成の診

断書によると、平成11年 2月6日

に脳出血が発症する前からあった

と考えられる痴呆症状が急激に悪

化して、平成12年 9月12日頃にお

ける請求人の傷病Aによる障害の

状態が暗害等級 1級の干到支に達し

たことは明らかである。

(2)従来から高血圧症と脳出血の相

当因果関係については、一般的に

はこれを認めず、高血圧症に合併

する脳血管障害の前駆的症状か認

められる場合に限り例外的にこれ

ら両疾患の因果関係を認めるとい

う認定実務か定着してきているの

で、この認定実務を前提とし、請

求人の脳梗察と傷病Aとの肉*関

係について検言付る。

ilO[!Aslfi作成の診断書専による

と請求人の{新丙B及ぴ脳梗索の

初珍日がそれぞれ、平成6年 3)J

:~ H 及び|司 8-4'， 6 F124 Hであり、

いずれも論求人の1'':1七年余保険被

{:~険お知Jr.ljrl'であったことがlリl ら

かであるω

1ifl 求人のIl~d'奥本は、 A病院にお

ける脳CT検伐によりノト-t!!i本巣が
あったものの、 n覚的佐状はしび

れがあっただけで、 I怠ま識レべルの

T奥己tい:{常j
衿P学T芥t的J~所I升斤見は4全モ Cl2められなカか冶つ

たO 、rz成 8if米まで通院治療によ

りしびれは改善していて、同病院

を終診している。その後、請求人

は、1iYJ支の痴呆症状を他名ーに気付

かれてC病院を初診する杓え10

年12月までの約2年間、何らかの

医療行為を受けた形跡を見出すこ

とはできない。

(3) このようにみてくると、請求人

が脳血管性痴呆の症状が出現する

まで2年以上にわたり、何らかの

神経学的なエピソードのため医療

障害給付 支給嬰f1

を受けたことが判明せず、また少

なくとも平成10年 7月末までu
勤務を継続していた記録があるこ

とから、請求人の傷病Bと脳出血

との問、及び脳梗塞と器質性脳症

候群との聞に相当因果関係を認め

ることは困難である。したがって、

傷病Aの初診日は、姉に様子がお

かしいと指摘されてC病院を初診

した平成1U'年12月15日と認める

べきところ、これは厚生年金保険

の被保険有期間外である。

(4) また、高O医師作成の診断書(資

料11).は、すでに請求人の傷病A

発症後の平成13年 3月 5日頃に

おける請求人の現症を記載したも

ので、働丙Bによる障'前3状態だ

けを独:、，1:きせて記載することには

無理ーがある。また、その内容が血

IHI宵も正常範開l内に収まっている

こと、目艮成検作所見も軒度の石新じ

l iJf~.!.のみでユあること、腎機能は正

常であることちーから「悪性向11111tニ」

であると認めることはできないの

で、降;t~:等級判定の慕準として一

般に}討いられている「同民年令-

Jlf.中年令保険障害認定基準」にj慣

らすまでもなく、請求人の傷病B

による障害の状態が障宵等級3級

の利皮にすら該当すると認めるこ

とはできないの

(5) 以 l"，によれば、請求人の傷病B

については裁定請求日における障

害の状態が国年令別表及び厚年令

別表第 lに定める符度に該当せ

ず、又、傷病Aについてはその初

診日において厚生年金保険の被保

険者であった者に該当しない。

そうすると、原処分は妥当で、あ

って、取り消すことはできない。

以上の理由によって、主文のとおり裁

決する。
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